
自治会活動内での 

     見守りネットワークの構築 
       国分寺自治会から緒に着いたばかりの事例報告 

                            

 

                              国分寺自治会長  ロードマン  

平成２３年７月３０日(土)  

７／２４開催の菅原神社「夏祭り六月灯」 

可愛地区自治会長・社協・民生委員・健やか支援アドバイザー合同研修会 
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自治会員の年齢構造は 
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７０歳以上は１８％の１６０名 
       
 ６０歳以上は３２％の２８０名 
 ６５歳以上の高齢者は２３．５％の２０６名 

可愛小就学児童は，５５世帯７５名 
北中就学生徒は，２０世帯２１名 

※班長職を除く役員免除年齢は，７０歳からとしています 



◆ 国分寺自治会組織図 
           

                           

                                  女性部長 

           

                                  文化部長 

 

                                  体育部長 

会長       副会長                                                       班長（２０名） 

                                  育成部長                                 ＝見守り協力員 

 

                                  健やか支援アドバイザー（２名） 

 

                                  リサイクル推進員（２名） 

                    

                                      監事（２名）・相談役（直前会長）                 

                                                                             自治会員（３２０世帯） 

 

       

          ※役員外＝民生委員・児童委員，小中評議員・補導員 

                      （自治会役員の位置付けはしてはおりませんが，総会資料及び会員名簿には掲載し紹介しています）  

※会長選出で総会が紛糾しないよう 
 にと，平成１９年度から副会長職 
 を１年務め上げ，自治会運営の経 
 験を踏んだ後に，会長に上がるシ 
 ステム 

※班により９世帯～２６世帯 
 とバラツキが 

今夏も２４日間開催の夏休みラジオ体操 



 自治会規約での職務明示 

女性部長  

    会員の福祉増進及び女性の教養向上に関すること。 

                            （第１１条第３項第１号） 

健やか支援アドバイザー 

    会員の健康状態の確認及び指導を担任する。 

                            （規約第１１条第５項） 

班長 

   （一部略）高齢者等に係る見守り協力員を兼ねるものとする。 

                            （規約第１１条第６項第１号） 

 

 

 

 

２３年度の総会で規約改正を行い，健
やか支援ＡＢも役員に位置付け，班長
の見守り協力員兼職を明示しました 

今春の自治会総会の様子 

任期：女性部長＝毎年交替 健やか支援アドバイザー＝複数年 班長＝毎年交替 



■ 昨年から取り組んだネットワーク構築事例 

見守り協力員（班長）へ取扱い注意でデータの提供   （１３名の班長へ２２名＝１～５名） 

 

見守り協力員は，要援護者の要請に応え月２回のリサイクル搬出協力 

 

見守り協力員から健やか支援アドバイザーに要援護世帯の安否確認報告を 防災 

  訓練の中でも実施 

 

自治会館を高齢者にも来館しやすいようにと施設の改修 

                                     （屋内外へ手すりの設置・トイレ洋式便座の改修） 

 

自治会館をより身近な茶飲み場にと「ふれあいいきい きサロン」の開催を 

          （在宅８０歳以上の会員を対象として，今年度は６月・１０月・２月の３回の開催） 

 

高齢者グループと子供達との交流グラウンドゴルフの開催 

                                              （５月の子供の日の催しとして実施） 

 





■ 取組事例紹介  



◎ 課題 

何時かは自分もお世話になるであろうに，まだ『見守り活動』は，民生委員・健やか 

 支援アドバイザーの仕事と考えている隣人会員が多い。 

                               （独居ではあるが，近くの親族が見守るのが先ず筋では？） 

 

見守り協力員（班長）の守備対象者に１名～５名と差がある。 

                                  （加えて２０名の班長中，１３班の班長に限られている） 

 

「いきいきサロン」への参加は，役員に迷惑を掛けるのではとの遠慮が。 

 （朝は，狭い筋々がデイ送迎車両で混雑を呈し，郷中の高齢会員が別々のデイ施設に通っておられる現実。 

  あの世に行ってから「アラ久しぶり，長く会わなかったナー」では，いけないでしょう！と，見守り協力員・健や 

  か支援アドバイザーが，案内文書＋戸別訪問しての参加の声掛けを） 

 

築３３年経過した自治会館の改修が，財源不足で完全でない。 

  （会員の建築士等による「自治会館改修特別委員会」を今年度設置。諮問に応え，来春には改修優先順位を 

   決めて頂き答申を） 

 

 




